
 

 

令和７年度第１回小金井市まちづくり委員会次第 

 

 

令和７年８月１９日（火）午後３時から 

第二庁舎８階８０１会議室       

 

 

１ 開会 

 

２ 委員紹介 

 

３ 議 題 

⑴  委員長の選任等について 

  ア 委員長の互選及び職務代理者の指名について 

  イ 委員会運営上の確認事項について  

⑵ 大規模開発事業について 

⑶ その他 

    

４ 閉会 

 



                                   資料１ 

  

小金井市まちづくり委員会の運営等について（案） 

 

１ 会議録作成の基本方針等 

⑴  会議録は、市民参加条例施行規則第５条の規定により、あらかじめ附属機関等

に諮った上、①全文記録、②発言者の発言内容ごとの要点記録、③会議内容の要

点記録の作成方法のうち、適切な方法を選択するものとしており、まちづくり委

員会の会議録は、（      ）とする。 

⑵  会議録は、市民参加条例施行規則第７条の規定により、内容確認後、ホームペ

ージに掲載し、情報公開コーナー（第二庁舎６階）等に据え置き公開する。 

⑶  発言者名を正確に把握するため、会議での発言は委員長が指名後、名前を発言

してから行う。（例「○○です。○○○については、・・・」） 

 

２ 会議の公開 

小金井市まちづくり委員会は、市民参加条例第６条の規定により、原則として公

開する。 

 

３ 「意見・提案シート」について 

⑴  「意見・提案シート」を設置（する・しない）。 

⑵ 設置する場合、記名を求め、正式資料として公開の対象とする。無記名であっ

た場合は参考資料として委員のみに配布する。提出された「意見・提案シート」

は、原文のまま配布する。ただし、公序良俗に反する内容や個人情報に関する内

容等の場合、配布しない。一部がそのような場合は墨塗りして配布する。提案内

容について、委員から審議に取り上げたいと申し出があった場合、審議の時間を

設ける。 

「意見・提案シート」は、会議開催日の１週間前の午後５時までに提出されたも

のは、次回会議で配付する。 



資料２ 
 
小金井市まちづくり委員会 
 

意見・提案シート 
 

◆まちづくり委員会の検討内容についてご意見・ご提案がありましたら、以下にご記入の

上、まちづくり推進課にご提出ください。次回開催の１週間前に届いたものは、会議で

資料として配付します。 

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                          

 

 

提出日    年   月   日 ※原文のまま配付しますので、氏名について

も公開の対象となります。 

氏 名               

（送付先） 

 小金井市都市整備部まちづくり推進課   

 〒１８４－８５０４ 小金井市本町６－６－３  連絡先：０４２－３８７－９８６２ 

 E-mail：s060899＠koganei-shi.jp 
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参考資料１ 

○小金井市まちづくり条例 

平成18年３月28日条例第２号 

改正 

令和５年３月28日条例第16号 

小金井市まちづくり条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 小金井市まちづくり委員会（第８条） 

第３章 地区まちづくりの推進（第９条―第17条） 

第４章 テーマ型まちづくりの推進（第18条―第20条） 

第５章 地区計画等（第21条―第25条） 

第６章 建築協定（第26条―第28条） 

第７章 大規模土地取引行為の届出（第29条・第30条） 

第８章 大規模開発事業の手続（第31条―第36条） 

第９章 指定開発事業の手続（第37条―第48条） 

第10章 雑則（第49条―第53条） 

付則 

前文 

私たちのまち小金井市は、武蔵野の豊かな緑に囲まれた文教住宅都市です。市内には、野川や玉

川上水などが流れ、また、小金井公園、武蔵野公園、野川公園などの都市公園、国分寺崖(がい)線

の雑木林と湧(ゆう)水、さらには農地が点在し、水と緑に恵まれた環境があります。 

このような水と緑をいかした街のたたずまいや風景・暮らしは、先人が築き上げた地域の歴史的

文化的資産でもあり、私たちは、これらの資産を守りながら、さらに、人々が暮らし続けたくなる

ようなまちを育み、次の世代に引き継いでいく責務を有しています。 

私たちは、「いつまでも暮らし続けられる社会」の実現を目指し、小金井市を「人と自然とが共

生し、小鳥のさえずりが聞こえるまち」、「誰もが安心して暮らせるふれあいのまち」、「人々が

集い、明るい声が響く活気に満ちたおしゃれなまち」にするため、地域の人と人とのつながりを育

み、市民が自ら「まちづくり」に参加できるように、ここに小金井市まちづくり条例を定めます。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、小金井市基本構想に基づき、小金井市都市計画マスタープランの基本目標の

実現を図るため、市民等、事業者及び小金井市による協働の精神を基にそれぞれの責務等を明ら

かにするとともに、まちづくりの仕組み、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）

の規定に基づく都市計画の手続、建築基準法（昭和25年法律第201号）の規定に基づく建築協定及

び開発事業等に伴う手続を定めることにより、安心して暮らせる活力に満ちたまちづくりの実現

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住する者をいう。 

(２) 市民等 市民、市内で事業を営む者、市内に在勤・在学する者及び市内の土地もしくは建

築物を所有し、又はその権利を有する者をいう。 

(３) 周辺住民 大規模開発事業に応じて規則で定める開発区域の周辺地域において、居住する

者、事業を営む者、土地を所有する者及び建築物の全部又は一部を所有する者をいう。 

(４) 近隣住民 第37条に規定する指定開発事業に応じて規則で定める開発区域の近隣地域にお

いて、居住する者、事業を営む者、土地を所有する者及び建築物の全部又は一部を所有する者

をいう。 

(５) 事業者 開発事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工

事をする者をいう。 

（まちづくりの推進） 

第３条 市民等、事業者及び市は、次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。 

(１) 歴史や文化の息づくまちづくり 

(２) 美しい景観と街並みが楽しめるまちづくり 

(３) 水とみどり、生きものが共に暮らせるまちづくり 

(４) 環境負荷の少ないまちづくり 

(５) 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくり 

(６) 福祉に配慮したまちづくり 

(７) にぎわいのあるまちづくり 

（地区計画等、建築協定等の活用） 
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第４条 市民等、事業者及び市は、相互理解と協力の下に、地域の特性をいかした住みよいまちづ

くりを推進するために、地区計画等、建築協定その他まちづくりに関する法制度等の活用に努め

るものとする。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、自発的にまちづくりに参加する権利を有するとともに、自らの創意工夫及び市

民相互の協力により、主体的なまちづくりを推進し、実現するよう努めるものとする。 

２ 市民等は、市が実施する施策及び市民主体のまちづくり推進活動に協力するよう努めるものと

する。 

３ 市民等は、まちづくりに関し、相手の立場を尊重するとともに、適正な手続に従って決定され

たまちづくり計画を守るよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、開発事業を行うに当たっては、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講ず

るとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、開発事業を行うに当たっては、市民等が目指すまちづくりに協力し、紛争が生じた

場合には、誠意をもって対応し、積極的に解決するよう努めるものとする。 

（市の責務） 

第７条 市は、まちづくりに関し、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施しなければなら

ない。 

２ 市は、市民等に対して適切な時期にまちづくりに関する情報を提供し、説明責任を果たすよう

努めるとともに、市民等の主体的なまちづくり活動の支援を行うものとする。 

３ 市は、事業者に対し、住みよいまちづくりを推進するために必要な指導又は助言を行うものと

する。 

第２章 小金井市まちづくり委員会 

（小金井市まちづくり委員会） 

第８条 市は、まちづくりの推進を図るため、小金井市まちづくり委員会（以下「まちづくり委員

会」という。）を置く。 

２ まちづくり委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。 

(１) まちづくりの推進に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

３ まちづくり委員会の委員は10人以内とし、次の者をもって構成する。 
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(１) 公募による市民（市内に住所を有するものに限る。） ３人以内 

(２) 学識経験者 ４人以内 

(３) 関係行政機関に勤務する職員 ２人以内 

(４) 市に勤務する職員 １人以内 

４ まちづくり委員会に、委員長を置く。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、原則として連続して３期を超えてはなら

ない。 

６ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

８ まちづくり委員会の会議は、原則として公開する。ただし、事業者等の申出又は出席委員の過

半数で議決したときは、非公開とすることができる。 

９ 第２項から前項までに定めるもののほか、まちづくり委員会の組織及び運営に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

第３章 地区まちづくりの推進 

（地区まちづくり計画） 

第９条 地区まちづくり計画は、地区内の市民が主体となってまちづくりを推進しようとする規則

に定める一定のまとまりをもった区域（以下この章及び次章において「地区」という。）を対象

とし、地区の特性をいかした住みよいまちづくりを推進することを目的に、土地利用等に関する

計画を定めたものをいう。 

（地区まちづくり協議会） 

第10条 市民等は、地区の市民（地区内の選挙人名簿に登録されている者に限る。）の過半数の参

加を得て、地区まちづくり計画の検討を行うため、地区まちづくり協議会を設置することができ

る。ただし、設置しようとする地区まちづくり協議会は、規則に定める要件を満たしているもの

とする。 

２ 市長は、地区まちづくり協議会設置の申請があったときは、まちづくり委員会の意見を聴き、

総合的に判断し、認定することができる。 

３ 市長は、前項の規定による認定を行ったときは、その旨を公告するとともに、当該地区まちづ

くり協議会の代表者に通知しなければならない。 

４ 市は、認定をした地区まちづくり協議会に対し、必要な支援を行うものとする。 

５ 地区まちづくり協議会は、まちづくり活動の成果を市長に報告しなければならない。 
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（地区まちづくり計画の素案の提案） 

第11条 地区まちづくり協議会は、地区内の土地の所有権又は地区内の建築物の所有を目的とする

対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明ら

かなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者（以下「土地所有者等」という。）の３

分の２以上の者の同意（同意した者が所有するその地区内の土地の地積と同意した者が有する借

地権の目的となっているその地区内の土地の地積の合計が、その地区内の土地の総地積と借地権

の目的となっている土地の総地積との合計の３分の２以上となる場合に限る。）を得て、地区ま

ちづくり計画の素案を市長に提案することができる。 

２ 市長は、前項の規定による提案があったときは、まちづくり委員会の意見を聴き、当該地区ま

ちづくり計画の素案が市の施策に整合し有益と認めるときは、当該素案を踏まえた地区まちづく

り計画の案を作成するものとする。 

３ 市長は、前項のまちづくり委員会の意見を踏まえて、地区まちづくり計画の案を作成すること

が適切でないと判断したときは、遅滞なくその理由を当該素案を提案した地区まちづくり協議会

の代表者に通知しなければならない。 

４ 地区まちづくり協議会は、前項の通知を受けたときは、第１項の規定による地区まちづくり計

画の素案を市長に再度提案することができる。 

（地区まちづくり計画の案の縦覧等） 

第12条 市長は、前条第２項の規定により地区まちづくり計画の案を作成したときは、その旨を公

告し、当該公告の日の翌日から起算して２週間当該地区まちづくり計画の案を公衆の縦覧に供し

なければならない。 

２ 市民等は、前項による地区まちづくり計画の案について意見を有するときは、縦覧開始の日の

翌日から起算して２週間を経過する日までに、意見書を市長に提出することができる。 

（地区まちづくり計画の決定） 

第13条 市長は、前条の手続の完了後、まちづくり委員会の意見を聴き、地区まちづくり計画を決

定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定によりまちづくり委員会の意見を聴くときは、前条第２項の規定による意

見書の要旨等をまちづくり委員会に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定によるまちづくり委員会の意見を踏まえて地区まちづくり計画を決定す

ることが適切でないと判断したときは、遅滞なくその理由を当該素案を提案した地区まちづくり

協議会の代表者に通知しなければならない。 
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（地区まちづくり計画の告示等） 

第14条 市長は、地区まちづくり計画を決定したときは、その旨を告示しなければならない。 

２ 地区まちづくり計画は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。 

３ 市長は、第１項の規定により告示をした日から地区まちづくり計画を公衆の縦覧に供しなけれ

ばならない。 

４ 市長は、地区まちづくり計画の決定内容について、広く市民等及び関係機関に周知するよう努

めなければならない。 

（地区まちづくり計画の変更） 

第15条 市長は、地区まちづくり計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該地区まちづく

り計画を変更しなければならない。 

２ 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画の変更を市長に提案することができる。 

３ 第11条の規定は、前項の規定による地区まちづくり計画の変更の提案について準用する。 

４ 第12条から前条までの規定は、第１項の規定による地区まちづくり計画の変更について準用す

る。この場合において、第12条第１項中「前条第２項の規定により地区まちづくり計画の案を作

成したときは」とあるのは、「地区まちづくり計画を変更する必要が生じたときは」と読み替え

るものとする。 

（地区まちづくり計画の推進） 

第16条 市民等及び事業者は、地区まちづくり計画の趣旨にかんがみ、定められた地区まちづくり

計画を尊重するよう努めるものとする。 

２ 前項の場合において、市長は、市民等及び事業者に対し、当該まちづくり計画との整合に努め

るよう指導及び助言を行うことができる。 

３ 市は、当該地区まちづくり協議会と、定められた地区まちづくり計画の推進等に関して、協定

の締結をすることができる。 

４ 事業者は、地区まちづくり計画が定められた地区内で規則に定める建築行為又は開発行為等を

行うときは、当該事業の内容について市長に届け出るものとする。 

５ 前項の届出は、法第29条の規定による許可、建築基準法第６条第１項及び第６条の２第１項の

規定による確認その他これらに類する法令に基づく許可等の申請の前に行うものとする。 

（地区まちづくり準備会） 

第17条 市民等は、地区の市民の参加を得て、地区まちづくり協議会を設立することを目的として、

地区まちづくり準備会を設置することができる。ただし、設置しようとする地区まちづくり準備
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会は、規則に定める要件を満たしているものとする。 

２ 市長は、地区まちづくり準備会の設置の申請があったときは、まちづくり委員会の意見を聴き、

認定することができる。 

３ 市長は、前項の規定による認定を行ったときは、当該地区まちづくり準備会の代表者に通知し

なければならない。 

４ 市は、認定をした地区まちづくり準備会に対し、必要な支援を行うものとする。 

５ 地区まちづくり準備会は、活動の内容を市長に報告しなければならない。 

第４章 テーマ型まちづくりの推進 

（テーマ型まちづくり） 

第18条 テーマ型まちづくり活動とは、緑の保全、福祉のまちづくりその他特定の分野についての

まちづくりに関する調査、研究等の取組をいう。 

２ テーマ型まちづくり提案とは、前項の活動によるまちづくりを行うために定めた提案をいう。 

（テーマ型まちづくり協議会） 

第19条 市民等は、テーマ型まちづくり活動を行うため、テーマ型まちづくり協議会を設置するこ

とができる。ただし、設置しようとするテーマ型まちづくり協議会は、規則に定める要件を満た

しているものとする。 

２ 市長は、テーマ型まちづくり協議会の設置の申請があったときは、まちづくり委員会の意見を

聴き、認定することができる。 

３ 市長は、前項の規定による認定を行ったときは、当該テーマ型まちづくり協議会の代表者に通

知しなければならない。 

４ 市は、認定をしたテーマ型まちづくり協議会に対し、必要な支援を行うものとする。 

５ テーマ型まちづくり協議会は、活動を行うに当たり、土地所有者等の意見が十分に反映されて

いなければならない。 

６ テーマ型まちづくり協議会は、まちづくり活動の成果を市長に報告しなければならない。 

（テーマ型まちづくり提案） 

第20条 テーマ型まちづくり協議会は、テーマ型まちづくり活動の成果をテーマ型まちづくり提案

として市長に提出することができる。 

２ テーマ型まちづくり協議会は、前項の提案をするときは、その内容が土地利用等の制限に関す

る事項を含むときは、土地所有者等の３分の２以上の者の同意（同意した者が所有するその地区

内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその地区内の土地の地積の合計
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が、その地区内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の３分の２以

上となる場合に限る。）を得て行うものとする。 

３ 市長は、前項の規定による提案があったときは、まちづくり委員会の意見を聴き、当該提案が

市の施策に整合し有益と認めるときは、市の施策に反映させるよう努めるものとする。 

第５章 地区計画等 

（地区計画等の案の作成手続等） 

第21条 法第16条第２項の規定による地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等の

原案」という。）の提示方法及び意見の提出方法並びに同条第３項の規定による地区計画等に関

する都市計画の決定もしくは変更又は地区計画等の原案となるべき事項を申し出る方法について

は、この章に定めるところによる。 

（地区計画等の原案の申出等） 

第22条 地区まちづくり協議会は、法第16条第３項の規定により地区計画等に関する都市計画の決

定もしくは変更又は地区計画等の原案を市長に申し出ることができる。 

２ 地区まちづくり協議会は、前項の規定による申出を行う場合においては、規則で定めるところ

により、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びに規則で定める書類

を市長に提出しなければならない。 

３ 市は、第１項の規定による申出を行おうとする地区まちづくり協議会に対し、地区計画等に関

する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。 

（地区計画等の原案の提示方法） 

第23条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、次に掲げる事項を公告し、当該地区

計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

(１) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域 

(２) 縦覧場所 

（説明会の開催等） 

第24条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認める

ときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。 

（地区計画等の原案に対する意見の提出方法） 

第25条 法第16条第２項に規定する者は、第23条の規定により公衆の縦覧に供された地区計画等の

原案に対して意見書を提出する場合は、縦覧開始の日から起算して３週間を経過する日までに、

意見を書面にて市長に提出しなければならない。 
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第６章 建築協定 

（建築協定） 

第26条 この章の規定は、建築基準法第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（協定事項） 

第27条 市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権（臨

時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者は、住宅地と

しての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地

の環境を改善するため、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域

内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての

協定を締結することができる。 

（他の法令等との関係） 

第28条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令

並びに条例に適合するものでなければならない。 

第７章 大規模土地取引行為の届出 

（大規模土地取引行為の届出） 

第29条 5,000平方メートル以上の土地の所有権、地上権もしくは賃借権又はこれらの権利の取得を

目的とする権利（以下「土地に関する権利」という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移

転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。）を締結

して土地に関する権利を移転しようとする者は、大規模土地取引行為の日の３か月前までに、規

則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。 

（大規模土地取引行為の届出に対する助言） 

第30条 市長は、前条の規定による届出があったときは、市のまちづくりに関する計画に照らし、

土地に関する権利を移転しようとする者に対し、当該届出に係る事項について助言を行うことが

できる。 

２ 市長は、前項の規定により助言を行うに当たっては、まちづくり委員会の意見を聴くことがで

きる。 

第８章 大規模開発事業の手続 

（土地利用構想の届出等） 

第31条 次の各号に掲げる大規模開発事業のいずれかを行おうとする者（以下「大規模開発事業者」
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という。）は、あらかじめ市と協議しなければならない。 

(１) 開発区域の面積が5,000平方メートル以上の開発事業 

(２) 100戸以上の共同住宅又は延べ床面積が10,000平方メートル以上の建築物の建設事業 

２ 大規模開発事業者は、前項の規定による協議をしようとするときは、当該大規模開発事業に係

る事業計画の変更が可能な時期までに、規則で定める大規模開発事業に関する土地利用構想を市

長に届け出なければならない。 

（土地利用構想の公開等） 

第32条 市長は、前条第２項の規定による土地利用構想の届出があったときは、速やかにその旨を

公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して３週間当該土地利用構想の写しを公衆の縦

覧に供しなければならない。 

２ 大規模開発事業者は、前項に規定する期間内に、前条第２項の規定により届け出た土地利用構

想を周辺住民に周知させるため、規則で定めるところにより、当該土地利用構想及び説明会の告

知に係る標識を設置し、説明会を開催しなければならない。 

３ 大規模開発事業者は、前項に規定する説明会を開催したときは、開催日の翌日から起算して１

週間以内に、当該説明会の開催状況、結果等について市長に報告しなければならない。 

（意見書の提出等） 

第33条 大規模開発事業について意見を有する周辺住民は、前条第１項に規定する公告の日の翌日

から起算して４週間を経過する日までに、意見を書面にて市長に提出することができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項の期間満了後、速やかに当該意

見書の写しを大規模開発事業者に送付するものとする。 

（構想見解書の提出等） 

第34条 大規模開発事業者は、前条第２項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、当該

意見書に記載された意見に対する見解を記載した書面（以下「構想見解書」という。）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による構想見解書の提出があったときは、速やかにその旨を公告するとと

もに、当該公告の日の翌日から起算して２週間当該構想見解書の写し及び意見書の写しを公衆の

縦覧に供しなければならない。 

（土地利用構想の変更の届出） 

第35条 大規模開発事業者は、第31条第２項の規定により届け出た土地利用構想に変更が生じたと

きは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 
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２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、変更の程度が著しいと認めるとき、又

は当該変更後の土地利用構想が市のまちづくりに関する計画に照らし、適合しないと認めるとき

は、当該開発事業者に対し、改めて第32条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経る

よう求めるものとする。 

（指導又は助言） 

第36条 市長は、第31条第２項の規定による土地利用構想の届出があったときは、市のまちづくり

に関する計画に照らし、大規模開発事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定による指導又は助言を行うに当たっては、あらかじめまちづくり委員会の

意見を聴くことができる。 

第９章 指定開発事業の手続 

（開発基準の遵守等） 

第37条 次の各号のいずれかに該当する開発事業（以下「指定開発事業」という。）を行おうとす

る事業者は、市長が別に定める基準により公共施設及び公益的施設の設置を行うとともに、当該

指定開発事業の施行に関し、必要な事項を遵守するものとする。 

(１) 法第４条第12項に規定する開発行為で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの 

(２) 建築敷地面積が1,000平方メートル以上を必要とする建築物の建設事業 

(３) 高さが10メートルを超える建築物（第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

にあっては、軒の高さが７メートルを超える建築物又は地上３階以上の建築物）の建設事業。

ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築を除く。 

(４) 計画戸数が20戸以上の共同住宅の建設事業。ただし、地上３階以上の建築物とする。 

(５) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第２条第２号に規定する宅地造成

で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの 

（環境配慮指針） 

第38条 市長は、生活環境、文化的環境、自然的環境及び地球環境の保全、回復及び創出を図るた

めに配慮すべき事項として環境配慮指針を定めるものとする。 

２ 市長は、環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

３ 事業者は、指定開発事業を行うに当たり、環境配慮指針に基づき必要な措置を講ずるものとす

る。 

（事前相談） 

第39条 事業者は、指定開発事業を行おうとするときは、あらかじめ市と相談しなければならない。 
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２ 市長は、前項の規定による相談があったときは、事業者に対し、当該指定開発事業の計画等に

関する必要な指導及び助言を行うものとする。 

（近隣住民への周知） 

第40条 事業者は、規則で定めるところにより、当該指定開発事業区域内の道路に面した箇所その

他公衆の見やすい位置に、前条の指定開発事業に係る事業計画を明示した標識を設置しなければ

ならない。 

２ 事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

３ 事業者は、近隣住民に対し、説明会等の方法により当該指定開発事業の事業計画及び工事計画

について説明し、十分に話し合いを行い、その理解を得るよう努めなければならない。 

４ 事業者は、前項の規定による説明を行ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。 

５ 事業者は、近隣住民からの申出があったときは、第３項に規定するもののほか、当該指定開発

事業の事業計画及び工事計画について、説明会等の方法により近隣住民に説明しなければならな

い。 

６ 事業者は、前項の規定による説明を行ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。 

７ 事業者及び近隣住民は、紛争が生じた場合は、それぞれ相手の立場を尊重し、互譲の精神をも

って自主的に解決するよう努めなければならない。 

（事前協議） 

第41条 事業者は、前条第３項の規定による説明を行った後、規則で定める事前協議書を市長に提

出し、市と協議しなければならない。 

２ 前項の事前協議の申請は、法第29条の規定による許可、建築基準法第６条第１項及び第６条の

２第１項の規定による確認その他これらに類する法令に基づく許可等の申請の前に行わなければ

ならない。 

（同意、協議及び協定の締結） 

第42条 事業者は、前条の規定による協議がすべて整ったときは、規則で定める同意・協議申請書

を市長に提出しなければならない。 

２ 市及び事業者は、前項の同意・協議申請書に基づき、当該指定開発事業に係る公共施設の整備、

管理、帰属その他必要事項について協定を締結しなければならない。 

３ 市長は、事業者に対し、前項の協定の締結とあわせて、規則で定める同意書を交付しなければ

ならない。 

４ 事業者は、第２項の協定の内容について変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出
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て、市と協議しなければならない。 

５ 第１項の規定は、前項の規定による協議の結果、既に締結した協定の内容を変更する場合につ

いて準用する。 

（工事着手の制限） 

第43条 事業者及び工事施工者は、前条第２項の協定を締結した日以後に、指定開発事業に関する

工事に着手しなければならない。 

（工事着手の届出） 

第44条 事業者は、指定開発事業に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ規則で定め

る工事着手届を市長に提出しなければならない。 

（中間検査等） 

第45条 事業者は、指定開発事業に係る工事の進ちょく状況により、必要に応じて市長の中間検査

又は確認を受けなければならない。 

（工事完了の届出等） 

第46条 事業者は、指定開発事業に関する工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了

届を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく工事が同意書及び協定の締結の内容

に適合しているかどうかを確認しなければならない。 

３ 市長は、前項の確認の結果、同意書及び協定の締結の内容に適合していない箇所があると認め

るときは、事業者に対し、当該箇所を是正するよう指導するものとする。 

４ 市長は、同意書及び協定の締結の内容に適合していると認める場合は、事業者に規則で定める

検査済証を交付しなければならない。 

（公共施設等の管理、帰属等） 

第47条 指定開発事業により整備された公共施設等の管理、帰属等の手続については、規則で定め

るところによる。 

（市区域をまたぐ指定開発事業の取扱い） 

第48条 市長は、小金井市域を越えて影響を及ぼすと認められる指定開発事業について、隣接する

自治体の長に対し、必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。 

２ 事業者は、自ら行う指定開発事業の影響が小金井市域を越えて隣接する自治体に及ぶことが予

想されるときは、市及び隣接する自治体と協議し、適切な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 
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第10章 雑則 

（勧告） 

第49条 市長は、大規模土地取引行為により土地に関する権利を移転しようとする者、大規模開発

事業者、指定開発事業を行う事業者又は工事施工者（以下「事業者等」という。）が次のいずれ

かに該当する場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。 

(１) 第29条の規定による大規模土地取引行為の届出をしないとき。 

(２) 第31条第２項の規定による土地利用構想の届出をしないとき。 

(３) 第42条第２項の規定による協定の締結を行わないとき。 

(４) 第43条の規定に違反して工事に着手したとき。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を行うに当たっては、まちづくり委員会の意見を聴くことがで

きる。 

（意見の機会） 

第50条 市長は、前条第１項の規定による勧告に対し、事業者等に意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。 

（公表） 

第51条 市長は、第49条第１項の規定による勧告の経過等について公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表を行うに当たっては、まちづくり委員会の意見を聴くことがで

きる。 

（適用除外） 

第52条 次に掲げる事項については、第29条から前条までの規定は、適用しない。 

(１) 法に基づく都市計画事業 

(２) 市街地開発事業 

(３) 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業で、計画的な土地利用が行わ

れると市長が認めるもの 

(４) 災害時に必要な応急措置として行われるもの 

(５) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、市長が認めるもの 

（委任） 

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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参考資料２ 

○小金井市まちづくり委員会運営規則 

平成18年11月30日規則第72号 

改正 

平成19年３月30日規則第29号 

令和元年６月11日規則第33号 

小金井市まちづくり委員会運営規則 

（目的） 

第１条 この規則は、小金井市まちづくり条例（平成18年条例第２号。以下「条例」という。）第

８条第９項の規定に基づき、小金井市まちづくり委員会（以下「まちづくり委員会」という。）

の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員長） 

第２条 委員長は、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、

その職務を代理する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くこと

ができる。 

（会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の２分の１以上の者の出席がなければ、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第４条 まちづくり委員会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において処理する。 

（公印） 

第５条 委員長の公印は、別表のとおりとする。 

２ 公印の取扱い等については、小金井市公印規則（昭和59年規則第８号）の例による。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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¦
NÖ¥�OÅÎÀÁÂ¼̈ ¶PQÐ>RS?@¦AB�ÅÎ¦��§ÉÄ§øÛùAB�TUVTÂÐüCMË«WÀ
N¼̈ ©X

Y��àÆ�Ö¸æçÝÞßÎÀZ[ �̈¦\��¼̈ ©] Û́ ù̈ÁÂ./¦AB§^_Ä�¼ìL µ́©ùÄØ�

`�Ö����Ö¥���������¦üCMË«¦
NÖXYÄO= Ë̈>1ÄüC�§øÛù¦×ÄFGÏÐÅºÆ§Ü#ÃÄ

�¼Ö��a#b¦îïð¼PQð¦ñò§c �̈�deð¼̈ ©¦éêÀf1gø�éêÀú«û �̈h�¦IJ�²�¦IJÀñ

ò í�üCH�¦IJÀ�_�����¦ÁÂ./§] Û́ ù̈��§Ü# �̈jË���k¼·ÐYÄW�¼À�l¼ÃÄØ�

���¥�m¦ÉnÐ��Ào_�ÁÂ./¼̈ ©] Û́ ù̈h�î�¦Z[ÀKÄØ�

�p��àÆ����

����àÆ���¥�̧ æçÝÞßÎÀZ[ �̈�¦\��¼̈ ©] Û́ ù̈ÁÂ./¦ABÀKÄØ̧ æçÝÞßÎ§q¶Ô©

¥�QrÐh�î�st¼h�¦�uî�ÀK«�ü¼üÔ¶v*+-(w*(¦ãäxy¦z�¼×Ûi©�ÅÎ�Î234&�

¹6{ë¦�uÐí�ÀKÄè³ÀZ[ÃÄØ�

��ü¶�|}~�«�¥�|}~�«����¼��¼ÐÔ¶ÅºÆ¦§øÛùABÀKÄØ�

� �|}~�«�����

���|}~�«����¥�����������¦§øÛù¦ÁÂ�¼ÐÄÅºÆ¦Æ�E¼̈ ©�ÅÎè³ì�� ©̈�À�i

Ä��?@¦ABÀKÄØ�

�����«�����

�����«����¥�eðÏÐº»ì�� ©̈ùÄ�¼ÌÍ���¦��À��ÃÄ�¼¼̈ ������ÅºÆ§ÉÄüCMË«¦

��§��©�¶Ðh�î�ÀZ[ÃÄØ�

�®����Æ������

������Æ�����¥���ãä§�ùÁ��²��ì�C��ÖùÄ�¼ÌÍ������¼̈ ©¦:;À��ÃÄ¼¼å§�

�Õ�Õ������§] Û́ ù̈ÅÎ�Î234&�¹6{ëì ­ ¶̈h�î�ÀZ[ÃÄØ�

�¡�6Å¢£�Æ����

���6Å¢£�Æ���¥�¤¥¦§¤xeºì¨Ë��ÃÄ©Ìí£6{åö� �̈¢£ÏÐ�Æ�ìAB µ́©ùÄ�¼ÌÍ�<

ªÐ56��À��ÃÄ¼¼å§�óôÅÎ¼ ­¦¼µ¶¢£�Æ�¦ABÀKÄØ�

�

�



�

��

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

���� ���	
��
����

���� �������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!�

"�#� $�%� &�'� (�)� ���� *��+�

,-� �.,-�/� 0�12� �3�2� 4� 5&�

67879:;��

<=�/� 4� 4� �1>�?� @��

<=>/� 4� 4� ��A�?� @��

<=B/� 4� 4� �B��?� @�CDE<=F�

G,� A��2� �3�2� 4� @��

H,I;��/� B��2� �>��2� 4� @��

H,I;�>/� ���2� �3�2� 4� @��

JKHLMN-� B��2� �B�2� 4�

@��
C�E>OPEQ�RS<=�/T
<=B/QUVW�EOXY<=
B/Z7[\]^_`aWF�

�


��bS���7,-c,QdefghijklmnoTXYS��7pqr_sEtuvwxQyzm_hi{nTT|QS}

~��~��_��tS��XYdefZV������xHLM������7�*_L�W�

����.,-�

����.,-�/bSH���_�nTT|QS� !��Q�n;��_��tl��xHLM;�_�*{nW ¡S�¢£¤7

,-C¥¦=N§FbS̈ ©7���Qªz«lS,-75&S¬­�_®¯tN°±NQ�t¡,-TtS,-±N7²³��´

��xHLM;�_�*{nW�

�>�<=�

���µg¶ §±·{n;�Ttl<=_�*{nWx¸S¹º»Qb¼½¾¿�¾Ttl|���Àn��x;�_ÁÂ{nW�

���<=�/bSµ_ÂÀS¶�ÃÄm7=Ttl7;�_�*{nW��XYÅÆÇN§ZµÈ_ÁÂtS É7pqr_ÊËnÌR�

bx�SÍÎÏ�_��tSÐÑ_ÒÓ¡µÈ7±·ÔÕÉÖz«�g�Àn;�_�*{nW ¡S<= ×/7£Øg� !�

�jknÙQbS<=×/TÚVt¡<=_�*{nW�

���<=>/bS���f,7H,TÚVt¡<=TtS��xHLM;�_ÛÜtÝÝSdÞ7QyzmgQßàán��xâã;

�_�*{nW�

���<=B/bS��7DE;�_mXt¡<=TtSDEG�_�§SµÈg¶�ÃÄm7=Ttl7;�_�*{nW�

�B�JKHLMN-�

���ÅÆÇN§äå_ÝxænHLMç�è_�*{nTT|QS�EOXYHLMç�èT<=B/_éêëìí_�*{nW�

�A�G,�

���î�xïð_�*tñU�T7�ò_�óQÛÜ{nTT|QS��xHLM;�_�*{nW�

�ô�H,I;��

��������xHLM;�_õá{n¡ËSH,I;�_�*{nW

��defTtlQyzm_ÜÝ¡ËSö÷ø�7�ù7úû_üËnW�

>�ý�7þ��_ÿ�{n¡ËSö÷ø7ý���7��û�_üËnW�

B������xHLM;�7ÛÜÔ��7f�àZ7��	�Q�
t¡à�§�Xx;�_hi{n¡ËS
�7��7úû

_üËnW�

A���7f�àT��t¡	f�7hi_�n¡ËSö÷ø�7Êj7�Êû�_üËnW�

����f���bS	7����hi7¡Ë7]^¶�Q�nÊ���_�nTT|QS������ä�7ÊvöøT�«l�

_��Tt¡Êvöø�7hi_ÁÂ{nÊjT{nW�

��ÅÆÇN§c,��bSåØ7�i	f�Z7���_+
tS­�xdef7f�à7hi_�n¡ËQSÊj_�ÓS� 	

7ªnf�àTxn��ÁÂ{nW�

ô�!"ªnf�àÔ#$_hi{n¡ËSö÷ø�7h%&b'(6787)*7úû_üËnW�

0�������å�7 É+�§7,-Qc.¡/���T­�xf�à7hi_�n¡ËS�¢���0Q1���_L�W	7

23�Ttl4jztm����_hitS�óx/���56T/�7Ê���_�§SdÞS7	89:�7Ê�x¶�_�

n;À��f���<Qb7	=.>?3@?�A?�/Q ü{n�ù�¢Q3{n7	=.Q�§üËYk¡1�BCPCDE

ü1�BFTm�WF�§Êm1�B_SQyzmgÚV{ndef7f�à7hi7¡ËÊj_�ÓÝÝ|� 	7ªnf�àTx

n��ÁÂ{nÅÆÇN§c,��<QbEü1�B�§�m1�B_üËnoTQ�§SåØ7�G	f�Z7���_+
t¡H

~I~7ªn�*7J�T T .¡K�LÎ¾¿�¾7ÛÜ�_LmS���KTtlMN�OPwxQÖ	f�7hi_�nW�

�

�



�

��

�
�

� �

�

�
�
�
�
�
�
	


�
�


�����

�
�
 �������
 ����������
 ����������


 
!
 "#$%&'
 "#$(&'
 "#$(&'


�����)*�


+,



-./01���2��342
56578

9
:;<=��>+?@=A�
BCD�.�	1EFG(HG
%�IJ./01KLMN:;
OP<=�).Q	1R�

(
STU��VWEXYG(U.Z
[.\]1R�Z


̂_`=a<b_`

c
� �̂.de	1R�



�f�g9J?@hfi.j	�g�U�����Z.k	1l�.
2m-./01���2��34256578

9
̂ nop�q��rsm�f�g9J?@hfi.j	�g�U�
����Z. 	1����q�atumvwtumxyz?@py
�)U{|}2~�8Z.Q	1���U��)�R�a~�8Z

(
����`U���.de	1R�a~�8Z


̂_`U�� !�(##�o��R�.,18Zm�zU� !��h
� ���a��1R�.,18Z?@STU��Km��m���m�
���K�����6.�	1R��@.����� ].¡¢£
¤=a<b¥¦�m§�m̈ ©�mª«������6.�	1R�
U¬�­a®)	1T�.2m¬�­�{¯��h�°±²�³́ op�
R�.,18Zµm¶=T�� !��h��°�o·�R�a~�8Z

c
9n�q�a:;<=��>+?@=A�BCD�.�	1E
FG(HG%�IJ./01KLMN:;OP<=�).Q	1�
��


����¸!¹�

º»,¼


%½¾9#


 ¿3mÀÁhfEG½HG9�
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